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(57)【要約】
【課題】運転者のメータ視認や内装の見栄えに影響を与
えずに運転者監視カメラを設置することができる運転者
監視カメラ配置構造を提供すること。
【解決手段】車両の運転席前方に設けられているインス
トルメントパネル（１）と、インストルメントパネル（
１）の上面を形成するインストルメントパッド（１０）
と、インストルメントパネル（１）の運転席側の側面を
形成するメータベゼル（１１）と、メータベゼル（１１
）にて、車両前方側に延びる筒形状のフード部（２０）
と、フード部（２０）の前部に設けられるメータクラス
タ（２１）と、インストルメントパッド（１０）とフー
ド部（２０）との間に形成される空間（１５）に収納さ
れ、運転者を撮影するカメラユニット（３０）と、を備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転席前方に設けられているインストルメントパネルと、
　前記インストルメントパネルの上面を形成するインストルメントパッドと、
　前記インストルメントパネルの運転席側の側面を形成するメータベゼルと、
　前記メータベゼルにて、車両前方側に延びる筒形状のフード部と、
　前記フード部の前部に設けられるメータ類と、
　前記インストルメントパッドと前記フード部との間に形成される空間に収納され、運転
者を撮影する運転者監視カメラと、
を備える運転者監視カメラ配置構造。
【請求項２】
　前記インストルメントパッドの後縁部は下方に延びる後面部を有し、当該後面部に前記
運転者監視カメラの向きに合わせて開口した開口部が形成されている請求項１記載の運転
者監視カメラ配置構造。
【請求項３】
　前記運転者監視カメラは前記インストルメントパッドの内面に取り付けられている請求
項１又は２記載の運転者監視カメラ配置構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の運転者を監視する運転者監視カメラの配置構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、運転者の状態を監視するために、運転席周辺に運転者を撮影するためのカメラが
設けられている車両がある。このようなカメラは主に運転者の顔に向けられており、運転
者の顔の向きや、目の動き等を撮影することで、運転者がどの程度運転に集中しているか
等を監視している。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、車両のステアリングハンドル前方のインストルメントパネル
において、メータフードの張出部の下面にカバーを取り付け、当該カバー内に運転者監視
カメラを収容する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２５４０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１記載の構成のように、メータフードの張出部の下面にカバー
が突出していると、運転者がメータ類を視認する際に視界に入り、煩わしさを与えたり、
メータ類の確認を妨げたりするおそれがある。
【０００６】
　また、メータフードの張出部の下面に突出している部分があると内装としての見栄えも
悪化するという問題がある。
【０００７】
　本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、
運転者のメータ視認や内装の見栄えに影響を与えずに運転者監視カメラを設置することが
できる運転者監視カメラ配置構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明は前述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の態
様又は適用例として実現することができる。
【０００９】
　（１）本適用例に係る運転者監視カメラ配置構造は、車両の運転席前方に設けられてい
るインストルメントパネルと、前記インストルメントパネルの上面を形成するインストル
メントパッドと、前記インストルメントパネルの運転席側の側面を形成するメータベゼル
と、前記メータベゼルにて、車両前方側に延びる筒形状のフード部と、前記フード部の前
部に設けられるメータ類と、前記インストルメントパッドと前記フード部との間に形成さ
れる空間に収納され、運転者を撮影する運転者監視カメラと、を備える。
【００１０】
　（２）本適用例に係る運転者監視カメラ配置構造は、上記（１）において、前記インス
トルメントパッドの後縁部は下方に延びる後面部を有し、当該後面部に前記運転者監視カ
メラの向きに合わせて開口した開口部が形成されている。これにより、フード部に突出部
等を形成することなく、運転者を撮影することができる。
【００１１】
（３）本適用例に係る運転者監視カメラ配置構造は、上記（１）又は（２）において、前
記運転者監視カメラは前記インストルメントパッドの内面に取り付けられている。これに
より、運転者監視カメラはインストルメントパネルの比較的高い位置に配設されることと
なり、ステアリングホイール等に遮られることなく、運転者を撮影することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　上記手段を用いる本発明によれば、運転者のメータ視認や内装の見栄えに影響を与えず
に運転者監視カメラを設置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態における運転者監視カメラ配置構造を含む車両の運転席周辺
を示す側面図である。
【図２】運転者の目線から視たメータ類周辺部を示す正面図である。
【図３】インストルメントパッドとカメラユニットとの分解斜視図である。
【図４】カメラ本体とブラケットとの分解斜視図である。
【図５】カメラユニット取付部周辺の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を運転者監視カメラ配置構造の一実施形態を説明する。
【００１５】
　図１には運転席周辺の側面図、図２にはメータ類周辺部の正面図、図３にはインストル
メントパッドとカメラユニットとの分解斜視図がそれぞれ示されており、以下これらの図
に基づき説明する。
【００１６】
　本実施形態の運転席は、バスのキャブ内にある運転席である。運転席の前方には、車幅
方向に延びたインストルメントパネル１が設けられている。インストルメントパネル１の
下部からは、ステアリングカバー２を介してステアリングホイール３が設けられている。
【００１７】
　インストルメントパネル１は、図１に示す範囲においては、上面を形成するインストル
メントパッド１０及び運転席側の側面を形成するメータベゼル１１を有している。
【００１８】
　メータベゼル１１には、車両前方側（運転席に対して奥側）に延びる略角筒状のフード
部２０が形成されており、フード部２０の前部にはスピードメータ２１ａ及びタコメータ
２１ｂ等のメータ類を備えたメータクラスタ２１が取り付けられている。
【００１９】
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　インストルメントパッド１０とフード部２０の上壁部２０ａとの間には空間１５が形成
されており、当該空間１５内に運転者監視用のカメラユニット３０（運転者監視カメラ）
が配設されている。
【００２０】
　詳しくは、図３に示すように、インストルメントパッド１０はメータベゼル１１のフー
ド部２０に対応する位置が上方に膨出している。そしてこの膨出部分の後側（運転席側）
の縁部は下方に延びる後面部１０ａが形成されている。そして、後面部１０ａにはカメラ
ユニット３０の取付位置に合わせて、開口部１０ｂが形成されている。
【００２１】
　カメラユニット３０は図４に示すように、カメラ本体３１とブラケット３２とから構成
されており、カメラ本体３１がブラケット３２と係合して保持される。詳しくは、カメラ
本体３１は一側面にレンズ部３１ａを有している。ブラケット３２は、カメラ本体３１の
下面とレンズ部３１ａを除く３つの側面を覆うよう、下面部４０と３つの側面部４１、４
２、４３を有している。各側面部４１、４２、４３の上端からは取付片４１ａ、４２ａ、
４３ａが延びており、各取付片４１ａ、４２ａ、４３ａには取付孔４１ｂ、４２ｂ、４３
ｂが形成されている。
【００２２】
　そして、図５に示すようにインストルメントパッド１０の内面には、カメラユニット３
０のブラケット３２の各取付片４１ａ、４２ａ、４３ａに対応した位置にボス部１０ｃが
形成されており（図５では１つのみを示す）、当該ボス部１０ｃにも取付孔（図示せず）
が形成されている。
【００２３】
　カメラユニット３０は、インストルメントパッド１０内面の各ボス部１０ｃにブラケッ
ト３２の各取付片４１ａ、４２ａ、４３ａが合わせられ、ボルト４４が各ボス部１０ｃ及
び各取付片４１ａ、４２ａ、４３ａの取付孔４１ｂ、４２ｂ、４３ｂに貫通して締結され
ることで取り付けられている。また、図示しないがカメラ本体は車両に搭載されているＥ
ＣＵ（電子コントロールユニット）等と電気的に接続されている。
【００２４】
　このようにして取り付けられているカメラユニット３０は、カメラ本体３１のレンズ部
３１ａがインストルメントパッド１０の開口部１０ｂに臨んでおり、カメラ本体３０は開
口部１０ｂを通して運転者Ｄの顔を撮影する。なお、カメラ本体３０による撮影は静止画
であっても、動画であってもよく、撮影して得た情報はＥＣＵ等に送られて処理される。
【００２５】
　図１に示すように、カメラユニット３０は、インストルメントパネル１の上面を形成す
るインストルメントパッド１０の内面に取り付けられていることから、ステアリングホイ
ール３よりも十分高い位置にある。したがって、ステアリングホイール３の位置を調節可
能である場合でも、ステアリングホイール３が比較的低い位置に調節されていれば、図１
に点線で示すようにカメラ本体３０のレンズ部３１ａと運転者Ｄとの間をステアリングホ
イール３が遮ることはない。
【００２６】
　また、カメラユニット３０はインストルメントパッド１０とフード部２０の上壁部２０
ａとの間の空間１５に収納され、インストルメントパッド１０の後面部１０ａに形成され
た開口部１０ｂを通して運転者を撮影することから、フード部２０には突出部等が形成さ
れることはない。従って、運転者がメータ類を視認する際にも視界を遮るものはなく、且
つ内装の見栄えを悪化させることもない。
【００２７】
　以上のように、本実施形態に係る運転者監視カメラ配置構造によれば、運転者のメータ
視認や内装の見栄えに影響を与えずに運転者監視カメラを設置することができる。
【００２８】
　以上で本発明に係る運転者監視カメラ配置構造の実施形態についての説明を終えるが、



(5) JP 2017-109537 A 2017.6.22

10

20

実施形態は上記実施形態に限られるものではない。
【００２９】
　上記実施形態ではバスに本発明の運転者監視カメラ配置構造を適用しているが、本発明
を適用可能な車両はバスに限られるものではなく、トラック、乗用車等にも適用可能であ
る。
【００３０】
　また上記実施形態では、カメラユニット３０がインストルメントパッドのボスを介して
取り付けられているが、カメラユニットはインストルメントパッドとフード部との間に形
成される空間１５に収納されればよく、例えば、フード部側に取り付けられる構成として
もよい。
【符号の説明】
【００３１】
　　１　インストルメントパネル
　１０　インストルメントパッド
　１０ａ　後面部
　１０ｂ　開口部
　１１　メータベゼル
　２０　フード部
　２０ａ　上壁部
　２１　メータクラスタ
　３０　カメラユニット
　３１　カメラ本体
　３１ａ　レンズ部
　３２　ブラケット
　４０　下面部
　４１、４２、４３　側面部
　４１ａ、４２ａ、４３ａ　取付片
　４１ｂ、４２ｂ、４３ｂ　取付孔
　４４　ボルト
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